
2017年 11月 1日 学校法人神戸女学院 

 

専門職年俸制職員（特別支援教育士）の採用について 

 

２０１８年４月１日付で以下の通り専門職年俸制職員を公募により採用しますので、お知らせします。 

採用職種 特別支援教育士（採用人数：1名） 

 

勤務地 神戸女学院大学 学生生活支援センター（西宮市岡田山４－１） 

 

職務内容 学生生活支援センターに所属し、以下の業務をおこなう。 

・修学支援が必要な学生の支援（対象学生の把握、対応の策定、面談、相談、進捗管理等） 

・上記に際し、学内（関係教職員・部署）および学外（行政・医療・福祉）機関等との連携。 

・関連する会議等への出席。 

・教職員向け研修会の企画・実施 

・その他、学生生活支援センター業務全般のサポート。 

 

※専任職員として、学校行事の運営等に携わっていただくこともあります。 

必要な経験・能力 （必須）特別支援教育士資格を持つもの 

（尚可）臨床心理士資格または社会福祉士資格があることが望ましい 

（求められる人物像） 

・多様な価値観の中で、お互いを尊重し、謙虚に誠実に行動し得る者 

・本学院の教育方針に共感し、それを踏まえた行動をとれる者 

・教職員に対して、敬意を払いつつも毅然とした対応が取れる方。 

 

募集背景 

配属部署・構成 

支援を必要とする学生の増加にともない、専任の担当者を配置するため。 

（配属部署）学生生活支援センター 

 

応募方法 下記書類を郵送により提出してください。（締切：11月 27日（月）必着）書類選考をおこないます。 

①本学院指定の履歴書（下記よりダウンロードの上、写真貼付、押印のこと） 

②職務経歴書（書式自由）  ③資格証明証（コピー） 

 【採用 URL】http://www.kobe-c.ac.jp/foundation/recruit/index.html 

       （11月 9日以降にダウンロードできます） 

 

採用スケジュール 応募期限     11月 27日（月）   書類選考結果決定 12月 8日（金） 

一次面接     12月 21日（木）   最終面接     1月 18日（木） 

 

給与条件 年俸制（目安）  40歳 650万円～ 50歳 727万円 ※左記を月額分割の上支給 

諸手当等     超過勤務手当（有） 通勤手当（有・公共交通機関 6か月定期相当を年 2回支給） 

家族手当・住宅手当（無）年俸額に含まれる 

退職金制度    有                         他諸規程による 

 

勤務時間 8:50～16:50（休憩 1時間）遅番勤務、夏期特別勤務時間あり   

 

休日休暇 年間休日 131日（土・日・祝日・盛夏・年末年始・創立記念日・クリスマス 他） 

学校行事のため、休日出勤を命ずることあり（振休取得） 

 

雇用形態について 雇用契約期間は 3年、契約更新あり。5年経過後に無期転換制度あり。定年 65歳 

 

応募・問い合せ先 学校法人神戸女学院 総務部総務課 採用担当 

〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山４－１   

TEL:0798-51-8505    FAX:0798-51-8506  E-mail:saiyo@mail.kobe-c.ac.jp 

 

 

http://www.kobe-c.ac.jp/foundation/recruit/index.html

